
1 

 

 

令和元年度川崎市生産性向上・働き方改革モデル創出事業  
応募要領 

 

 川崎市では、市内企業の生産性改革・働き方改革の実現に向けて、多くの市内企業に展開できる

「生産性向上・働き方改革モデル」を創出するため、先進性や、波及効果、実施効果の高い事業の実

施に関する企画提案を募集します。 

本応募要領は、本事業の目的、概要、対象事業、応募資格、応募方法及びその他留意点を記載して

います。応募の際は、本応募要領に従って応募してください。 

1. 事業の目的  

市内の事業者は、人口構造や産業構造の変化等により、人手不足が喫緊の課題となっています。特

に中小事業者等においては、深刻な経営課題となっており、生産性向上・働き方改革の取組を進め、

多様な人材が集まる状況と生産性や競争力の向上を実現する、好循環を生み出すことが必要です。 

そのため、本市では市内中小事業者等の生産性向上・働き方改革を後押しするため、市内関係団体

とも連携しながら、支援の取組を進めているところです。 

本事業では、市内の中小事業者等への生産性向上や働き方改革の意識醸成や、普及促進のため、市

内の多くの事業者の課題解決につながる高い波及効果が見込まれる事業（モデル事業）プランを、市

内中小事業者等や業界団体、民間事業者等から広く募集します。 

2. 事業概要  

 市内中小企業の生産性向上・働き方改革に向けて、独自の事業プランによる具体的な取組を行う事

業企画を公募し、応募内容から、先進性が高く、市内の多数の企業の課題解決につながり、高い波及

効果が見込まれる企画を「モデル事業」として選出のうえ、その事業の全部又は一部を委託事業とし

て事業経費の支払を行います。 

応募期限  

 2019 年８月２日（金） 17 時までに必着 

モデル事業の契約期間  

契約締結後 ～2020 年 1 月 17日（金） 

 ただし、モデル事業の実施期間は、2019 年９月初旬～12 月末までとします。４か月間の実

施スケジュールを応募様式に記載してください。 

 事業終了後、2020年 1月 17 日（金）までに、事業完了報告書と委託費の請求書を事務局

あてに提出することで完了とします。 

モデル事業費  

モデル事業費の支払は 1件あたり 200万円（消費税込み）を上限とします。（事業費全体として

この上限額を超えている事業も提案を可能とします。） 

ただし、本事業全体の予算額を踏まえ、採択された事業内容に応じて事業費を調整させていただく

場合があります。 
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3. 対象となるモデル事業  

 モデル事業は、以下の３つの類型のいずれかとして提案してください。具体的な取組内容について

は、生産性向上・働き方改革の両面で幅の広い提案を期待します。 

 

事業の類型 内容 提案内容例 

① 社内改善型 自社の経営課題の解決

に向けた取組をモデル

事業として公開する 

 ビッグデータを活用し、製品やサービスの利

用者の行動パターンの分析を行い、その結果

に基づいた在庫管理、人材配置による業務効

率化を図る。 

 受発注データの入力・処理や、従業員の交通

費・残業代の入力・計算にＲＰＡツールを導

入し、事務作業の軽減・効率化を図る。 

② 特定業種 

アプローチ型 

業種特有の生産性向上

や働き方改革等へのア

プローチ 

 １つの事業者では費用対効果の出せないＩＣ

Ｔの導入やサービス利用について、同業種の

複数事業者を対象にシェアリングを実施する 

 業界全体での若者の離職率の低下が深刻な業

種において、連携して若者の人材育成に取り

組むため、各社が共用で利用可能な、基礎技

術や用語の習得に対応した人材育成マニュア

ルを作成する。 

③ 他者支援型 自社、自団体が有する

技術や知識、労働力に

よって、他者の課題を

解決するためのモデル

事業 

 自社、自団体が開発したＩＣＴ技術（ＡＩ、

ロボット、ドローンなど）や職場環境改善の

ツール等を市内中小事業者等に試験導入を行

い、利用者へのモニター調査を通じ、市内中

小事業者等のＩＣＴ技術の活用促進と自社の

技術・ツールの改良を図る。 

 

 モデル事業の実施先は、別表１に示す川崎市内の中小事業者等であることが条件です。 

 企画書の内容については、別表２に示す評価項目（事業適正性、普及性・波及効果、先進性・新

規性、実現性、費用適切性等）に基づく審査を実施したうえで採択決定を通知します。 

留意事項  

 モデル事業費の支払対象については、事業遂行に必要な経費のみ認められますが、目的が明確な

費用であれば、基本的に事業費として計上できる範囲を限定しません。 

役務提供の対価として人件費計上は可能ですが、直接人件費（臨時職員の雇用にかかる経費等）

については対象にはなりません。 

 本事業では、モデル事業費の支払にあたって「確定検査」を実施します。「確定検査」とは請求

のあった事業費について、内容や証憑に間違いがないかを確認する検査です。確定検査の結果、

請求額に変更が生じる場合があります。証憑は原本とし、本事業の事務局との契約日から事業完

了日までの日付で発行されたものでなければ、委託費の対象となりませんのでご注意ください。 
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＜確定検査に必要となる証憑の例＞ 

・サービス利用に関する契約書 

・IT 機器、ツール等の発注書 

・契約又は発注した業者からの請求書 

・契約又は発注した業者からの領収書 

 クラウドシステムやサービス、ソフトウェア/ハードウェア等の運用保守費については、最大で

令和元年 12月分までとしますが、確定検査の時点で支払が完了していることが条件です。 

 事業実施にあたって必要となるものは、差支えのない範囲で川崎市内事業者への優先発注に御協力く

ださい。 

 公序良俗に反する事業は本事業の対象外です。 

4. 応募資格  

 本事業は、生産性向上及び働き方改革に資する取組を実施するに足りる十分な能力があることを前

提とし、民間企業、大学、研究機関のほか、非営利団体、社会福祉法人、社団法人、個人事業主のほ

か、任意団体も応募が可能です。 

 ただし、①「社内改善型」事業は、市内中小事業者等のみが応募することが可能です。②③の類型

の事業は、市外事業者や任意団体など、市内中小事業者等以外からの応募も可能です。 

5. 応募方法  

 以下の様式１～４を作成し、「9.応募書類の提出先」に記載されている宛先に郵送で各 1 部提出し

てください（様式は市のホームページからダウンロードしてください）。 

応募申請様式  

   （様式１） 企画提案申請書 

   （様式 2） 企画提案書（事業計画書）※任意の様式でも可とする 

   （様式 3） モデル事業実施先に関する情報 

   （様式 4） 誓約書 

※ 応募の際には、上記に加え、会社概要及び直近 1 年の財務諸表の添付をお願いします。 

企画提案書（様式２）の作成方法  

 作成・提出に係る費用は審査結果に関わらず申請者の負担とします。 

 任意の様式の場合、用紙の大きさは A4版縦又は横で、横書きとします。 

（ただし、必要に応じて A3 版の折り込み資料での提出も可能とします。） 

 様式内の記載内容を参照のうえ、１０ページ程度で漏れなく記載してください。 

1. 事業概要 

2. 導入するツールや、サービスの概要 

3. 期待される効果 

（モデル事業で実施する事業者数や、今後のモデル事業展開範囲の想定） 

4. 事業費の内訳 

5. 実施体制 

6. 実施スケジュール 
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6. 事業の流れ  

当事業は次のような流れで実施されます。 

 
 

実施スケジュール（予定）  

※時期・期間は状況により変更される場合があります。 

 

実施項目 

6 月 7 月 8 月 9 

月 

10 

月 

11 

月 

12 

月 

令和 2 年 1 月 

上
旬 

中
旬 

下
旬 

上
旬 

中
旬 

下
旬 

上
旬 

中
旬 

下
旬 

上
旬 

中
旬 

下
旬 

１.モデル事業企画の募集                 

２.書類審査・事業選定                 

３.業務委託契約の締結                 

４.モデル事業実施                 

５.完了報告書の提出                 

６.確定検査・事業費確定                 

 

7. 注意事項  

 以下の事項について、あらかじめ承諾のうえ、御応募ください。 

(1) 応募書類及び審査･選考の過程等で提出された資料は返却しません。 

(2) 応募書類及び審査過程等で虚偽が判明した場合には、応募を無効とします。 

(3) 応募者が多数となった場合には、書類審査による選考後にプレゼンテーションによる最終選考を

実施する可能性があります。 

(4) 当事業の業務委託契約は、本事業の事務局を受託している富士ゼロックス株式会社との締結にな

ります。 

(5) 実施されたモデル事業は、提案者名と事業内容等について、市のホームページなどで公表しま

す。 

応
募
申
請
者

川
崎
市
・
「
生
産
性
向
上
・
働
き
方
改
革

モ
デ
ル
創
出
事
業
」
事
務
局

①申請

⑤事業完了報告

⑥確定検査・委託費確定

⑦委託費の請求

⑧委託費の支払い

②審査・選定結果の通知

③委託契約

④事業推進のフォローアップ
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(6) 採択後に、モデル事業としてふさわしくない事由が判明した場合、そのモデル事業の実施を取り

消すことがあります。 

(7) 本市または他の公共機関で同一または類似の事業で委託や補助を受けていることが判明した場

合、採択対象外となります。また、実施後にその事実が判明した場合は、そのモデル事業の実施

を取り消すことがあります。 

(8) 事業実施後、本市事業の一環として実施する調査の取材への協力、セミナー等の講師等を要請す

る場合があります。 

(9) モデル事業費の支払については、事業完了後の確定検査の終了後、精算払になります。振込み期

日は令和 2年 2月下旬を予定しています。 

 

8. 応募書類の提出先およびお問合せ先  

(1) 宛先 

 封筒の表書きに「企画書在中」と表記をお願いします。 

 宛先：〒106-0032 東京都港区六本木 3-1-1 六本木 T キューブ 10F 

    富士ゼロックス（株）公共文教営業統括内 

「川崎市生産性向上・働き方改革モデル創出事業」事務局  

 

(2) 応募書類に関するお問合せ先 

電話：03-3584-8592 

電子メール：kcjimu@fujixerox.co.jp 

 

9. 事業に関するお問合せ先  

 川崎市経済労働局 産業政策部企画課  

 電話：044-200-2332 

 電子メール：28kikaku@city.kawasaki.jp 

 

 

 
 

 

 

 

 

【個人情報の取扱いについて】 

 応募の際に提出いただく個人情報は、本事業以外の目的で使用することはありません。万

一、当該目的以外の目的で利用する場合には、必ず事前に皆様にお知らせします。また、利

用目的に照らして不要となった個人情報は、速やかにかつ適正に削除・廃棄します。 

 なお、提案書を御提出いただいた段階において、当該目的で川崎市が個人情報を使用する

ことを了承いただけたものと判断させていただきますので、あらかじめ御了承ください。 
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（別表１） 

モデル事業実施先の対象範囲  

 次の表で定める市内中小事業者等で、（１）～（４）の要件を全て満たすものとします。 

【中小事業者等の範囲】 

 

業種・組織形態 

資本金 従業員 

資本の額又は 
出資の総額 常勤 

資
本
金
・
従
業
員
規
模
の
一
方
が
右
記
以
下
の

場
合
対
象
（
個
人
事
業
主
を
含
む
） 

製造業、建設業、運輸業 3 億円 300 人 

卸売業 1 億円 100 人 

サービス業 
（ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除
く） 

5,000 万円 100 人 

小売業 5,000 万円 50 人 

ゴム製品製造業 
（自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並び
に工業用ベルト製造業を除く） 

3 億円 900 人 

ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3 億円 300 人 

旅館業 5,000 万円 200 人 

その他の業種（上記以外） 3 億円 300 人 
組
合 

関
連 

企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、 

商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会 等 
そ
の
他
の

法
人 

医療法人、社会福祉法人※１ 

特定非営利活動法人※２ 

※１ 資本金・従業員規模の一方がサービス業に記載の数値以下のもの 

※２ 資本金・従業員規模の一方が法人の主たる業種に記載の数値以下のもの 

 

 （１）市内に事業所を有して１年以上事業を営む中小事業者等であること。ただし、１年未満であっ

ても以下の①～⑤の施設に入居している中小事業者等は対象となります。 

   ① かながわサイエンスパーク 

② かわさき新産業創造センター 

③ KSP-THINK 

④ 明治大学地域産学連携研究センター 

⑤ KSP Biotech Lab 

（２）市民税を滞納していない者であること。 

（３）次のいずれにも該当しない者であること。 

①当該企業の発行済株式総数又は出資総額の２分の１以上を、同一の大企業（中小企業以外の者

であって事業を営む者。ただし、中小企業投資育成株式会社、特定ベンチャーキャピタル、投

資事業有限責任組合は大企業には含まれない。）が単独で所有している者、又は出資している

者 

②当該企業の発行済株式総数又は出資総額の３分の２以上を複数の大企業が所有している者 

（４）代表者又は役員のうちに暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）に該当する者がいないこと。 

 

 



7 

 

（別表２） 

審査項目について  

 前記の応募資格、対象となる事業の内容、実施期間を満たしている提案について、下記の項目を基

に評価し、総合的な審査を行います。 

 

審査項目 審査事項 

事業適正性 

・事業目的に合致している事業であるか 

・事業実施先の働き方改革・生産性向上の課題について、正確に把    

握し、業務プロセス改善、作業効率化等により課題解決につなが 

る提案になっているか。 

普及性・波及効果 

・具体的な事業実施後の効果予測が示されているか 

・実施事業が市内事業者への波及効果が高く、普及しやすいもので 

あるか 

先進性・新規性 
・独自のアイデアを活かした事業であるか 

・類似の事例がすでに実施、普及されてないか 

実現性 
・事業実施先との調整が十分なされているか 

・実現可能なスケジュール、十分な社内体制が確保されているか 

費用適切性 ・事業費が妥当な費用計上となっているか 


